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当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行う保険医療機関です。 

 

1. 入院基本料について 

当院の入院病棟は療養病棟入院料１を算定しており、患者様 20 人に対して 1 人以上の看護職員(看護

師及び准看護師) と入院患者 20 人に対して 1 人以上の看護補助者を配置し、交代で 24 時間看護を

行っています 

 

看護職員一人あたりの受け持ち患者数（看護職員の 1 日あたりの勤務数） 

 9:00-17:00 17:00-1:00 1:00-9:00 

３F 病棟 

（7 人/日） 
8 人以内 24 人以内 24 人以内 

4F 病棟 

（8 人/日） 
9 人以内 25 人以内 25 人以内 

５F 病棟 

（８人/日） 
8 人以内 25 人以内 25 人以内 

 

2. 施設基準等に係る届出について 

当院は北海道厚生局長へ下記の届出を行っております 

1）基本診療料 

・療養病棟入院料１ 

・入院時食事療養(Ⅰ)  

・入院時生活療養(Ⅰ)  

・療養病棟療養環境加算 1 

・感染対策向上加算３ 

・連携強化加算 

・サーベイランス強化加算 

・看護補助体制充実加算１ 

 

 

 

 

 

 

 

2）特掲診療料 

・薬剤管理指導料 

・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 

・運動器リハビリテーション料(Ⅱ)     

・呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) 

・在宅時医学総合管理料 

・施設入居時等医学総合管理料 

・16 列以上 64 列未満マルチスライス CT 

・ニコチン依存症管理料 

・電子的診療情報評価料 

・医療機器安全管理料 1 

・胃瘻造設術 

・人工腎臓 

・外来・在宅ベースアップ評価料（1） 

・入院ベースアップ評価料２6 
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3. 入院時食事療養費に係る食事療養・入院時生活療養費に係る生活療養について 

入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食

事を適時（夕食については午後６時）適温にて提供しております 

 

入院時食事療養費の標準負担額に関する事項 

70 歳未満 ７０歳以上 標準負担額（１食あたり） 

一般（下記以外） 一般（下記以外） ５１０円 

低所得者 

（住民税非課税） 
低所得者Ⅱ 

過去 1 年の入院が 90 日以下 

過去 1 年の入院が 90 日超 

※申請が必要 

２４０円 

１９０円 

該当なし 低所得者Ⅰ １１０円 

※指定難病 ３００円 

 

入院時生活療養費の標準負担額に関する事項 

療養病床に入院する６５歳以上の患者 
標準負担額 

 食費（１食） 居住費（１日） 

一
般 

一般の患者 ５１０円 ３７０円 

指定難病患者（低所得者Ⅰ・Ⅱを除く） ３００円 ０円 

低
所
得
者
Ⅱ 

低所得者Ⅱ ２４０円 ３７０円 

低所得者Ⅱ 

（重篤・集中的治療等） 

過去１年の入院９０日以下 ２４０円 ３７０円 

過去１年の入院９０日超 

※申請が必要 
１９０円 ３７０円 

低所得者Ⅱ（指定難病） 

過去１年の入院が９０日以下 ２４０円 ０円 

過去１年の入院が９０日超 

※申請が必要 
１９０円 ０円 

低
所
得
者
Ⅰ 

低所得者Ⅰ １４０円 ３７０円 

低所得者Ⅰ（重篤・集中的治療等） １１０円 ３７０円 

低所得者Ⅰ（指定難病） 

低所得者Ⅰ/老齢福祉年金受給者 

境界層該当者 

１１０円 ０円 
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4. 明細書発行体制について 

医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、 領収証の発行の際に個別の診療

報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自

己負担のない方についても明細書を無料で発行しています。明細書には使用した薬剤の名称や行われ

た検査の名称が記載されますので、その点御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のそ

の代理の方への発行も含め、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい 

 

 

5. 保険外負担に関する事項について 

別紙 「保険外料金一覧」 にてご確認ください 

 

 

6. 院内感染防止対策に関する事項について 

北海道知事より第二種協定指定医療機関として指定されており、 

感染防止対策向上加算 3 を算定しています。 

院内感染防止のため、以下の取り組みを実施しています。 

・感染制御チーム（ICT）による感染防止活動 

・標準予防策や抗菌薬適正使用に関するマニュアルの作成 

・職員向け院内感染対策研修（年 2 回） 

・週 1 回の院内巡回と感染対策の実施状況確認・指導 

・他医療機関との感染対策合同カンファレンスへの参加 

・新興感染症発生を想定した訓練の実施 

・抗菌薬適正使用や薬剤耐性菌の監視体制を整備し、特定抗菌薬の届出制を採用 

 

7. 一般名処方・長期収載品に関する事項 

後発医薬品の使用促進と医薬品の安定供給に向けた取り組みとして、医薬品を有効成分の名称で記載

する一般名処方を行っています。2024 年 10 月から、長期収載品について医療上の必要がない場合

に患者様の希望で処方した際は、選定療養として特別な自己負担が発生します。※医師の判断や供給

不足時は対象外です 
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8. 生活習慣病管理料に関する事項 

高血圧症・脂質異常症・糖尿病に関して療養指導に同意した患者様が対象です。 

個々に応じた目標設定、血圧・体重・食事・運動に関する具体的な指導内容等を記載した「療養計画書」

への署名をいただく必要がございますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

患者様の状態に応じて担当医の判断のもと、28 日以上の長期処方またはリフィル処方箋の発行が可

能です 

 

9. ニコチン依存症管理料に関する事項 

当院では禁煙治療を実施しております 

病院敷地内は全面禁煙です 

 

10. 看護補助体制充実加算に関する事項 

看護師の負担軽減および処遇改善のため、以下の取り組みを行っています 

・看護職員の増員 

・看護職員の勤務状況の把握 

・業務量の調整 

・多職種との業務分担 

・看護補助者の配置 


